
無申告の場合のペナルティーがさらに重く

税額 50万円以下 50万円超
300万円以下 300万円超

現行
調査通知以後・処分予知前 10% 15%

処分予知以後 15% 20%
無申告重加算税 40%

➡
税額300万円超の無申告は加算税が10％加重

大綱案
調査通知以後・処分予知前 10% 15% 25%

処分予知以後 15% 20% 30%
無申告重加算税 40%

➡
3年連続無申告の3年目はさらに加算税が10％加重

大綱案
調査通知以後・処分予知前 20% 25% 35%

処分予知以後 25% 30% 40%
無申告重加算税 50%

（出所）2023年度与党税制改正大綱より筆者作成	 	 	 	
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